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近年、企業を取り巻く環境が大きく変化し、企業価値を毀損させるようなリスクが増大・
多様化している。また、2011年3月には東日本大震災が発生するなど、企業はリスク
の影響を最小限に抑えるためのリスクマネジメントの整備･運用が求められている。
本稿では、なかでも喫緊の課題といえる２つのテーマについて取り上げる。１つは
「海外子会社へのリスクマネジメントの展開」。震災を契機としさらなるグローバル化
の進展が予想される中で、海外子会社へのリスクマネジメントの展開は、経営トップ
への啓発、役割･権限の規定化、管理部門の強化、リスクマネジメント機能の現地
化が重要である。もう１つは、「ＢＣＰ（事業継続計画）の実効性確保が急務」。今後
発生が予想される東海地震・東南海地震等を見据えたＢＣＰの見直しを行うにあたっ
ては、社員全員へのリスク対策意識の浸透、エスカレーションルールの確立、投資
家視点からのビジネスインパクト分析の見直しが重要である。

Ⅰ．はじめに
Ⅱ．海外子会社へのリスクマネジメントの展開
　　１．海外特有の様々なリスク課題が存在
　　２．グローバル企業の事例にみる人材不足等の問題
　　３．経営トップへの啓発など課題解決への４つのヒント
Ⅲ．ＢＣＰ（事業継続計画）の実効性確保が急務
　　１．ＢＣＰの整備は未だ途上
　　２．東日本大震災でＢＣＰが機能した企業の事例
　　３．社員への意識浸透を始めとする課題解決へのヒント
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近年、企業を取り巻く環境が大きく変化したこ
とにより、さまざまな事故や災害、不祥事が多
発しており、企業価値を毀損させるようなリスク
が増大・多様化している。そのような環境の中、
自社を取り巻くリスクを正しく把握し、それらに
対して適切な対応を取っているか、万一の場合
にも被害を最小限に抑えられるような体制を整え
ているかといったリスクマネジメントの問題が大
きくクローズアップされている。こうした企業のリ
スクマネジメントのあり方は、自社だけでなく内
外の利害関係者にも多大な影響を与える重要な
経営テーマであるといえる。今回は、特にリスク
マネジメントの喫緊の課題であるといえる以下の
２つのテーマに絞って、その解決策を探る。
１つ目は「海外子会社へのリスクマネジメント

の展開」である。豊富な労働力と安価な人件費
を求めて、日本企業は製造拠点としてアジア等
に多くの製造子会社を設立した。近年では日本
市場の成長が鈍化する一方で、成長著しい中国
やインド等の新興国に販売子会社を設立して事
業拡大を図っている。製造業以外でも、新興国
市場に海外子会社等を設立し、事業拡大を計
画している企業が増えている。欧米のグローバ
ル企業も同様に新興国に販売の活路を求めてい
る。まさにグローバルな規模で企業活動が行わ
れるようになってきており、その競争もし烈になっ
てきている。そのような経営環境の中、日本企
業は適切に事業を運営・拡大していくことが望ま
れる。具体的には、海外子会社への適切な権
限移譲によるガバナンス体制構築とともに、何よ
りも重要且つ急務なのが急速な事業拡大に伴っ
て発生するリスクを組織的に軽減するリスクマネ

ジメントの整備・運用である。
２つ目は「BCP（事業継続計画）の実効性確
保が急務」である。2011年３月11日午後２時46
分、東北・三陸沖を震源とする国内観測史上最
大のマグニチュード9.0の地震（東日本大震災）
が発生した。日本は世界中の他の地域と比較し
ても非常に自然災害の多い国であり、防災白書
（平成22年度版）によれば、2000年から2009年
までに世界で起こったマグニチュード6.0以上の
地震合計1,036回のうち、約20.5％の212回が日
本において起こっている。企業はたとえ災害や
事故等が発生した場合であっても、事業を継
続すること、仮に中断することがあったとしても、
可能な限り短期間で事業を再開することが求め
られている。特に、今回の東日本大震災のよう
に、多くの点で過去の想定を超えるような事態
が発生した場合には、さまざまな緊急対応が求
められることとなる。日本企業は、今回の大震
災を踏まえ、日本という非常に自然災害の多い
国に立地しているという認識のもと、実効性の
高いBCPの策定、見直しが急務であるといえる。
本稿では、Ⅱにおいて「海外子会社へのリ
スクマネジメントの展開」について、Ⅲにおいて
「BCP（事業継続計画）の実効性確保が急務」に
ついて記載し、今後の日本企業のリスクマネジ
メント強化に関するヒントを提供する。

Ⅰ . はじめに
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（1）海外子会社のリスクマネジメントと
　  その意義
～PDCAに基づく海外リスクの抽出・  
　対応による企業価値の維持・向上～

海外子会社のリスクマネジメントは、以下のよ
うに、Plan（計画）、Do（実施）、Check（評価）、
Act（是正・改善）のPDCAサイクルに従って、リ
スクを軽減、移転、回避することにより企業価
値を維持・向上させる活動であり、その活動を
組織的に支える体制である。継続的なリスクマ

ネジメントの活動により、リスクの発生頻度また
は損害程度を縮小させ、企業価値を維持・向上
させることが可能になる。海外子会社では日本
とは異なるリスクが存在し、リスクマネジメント
の整備はグローバル化を推し進める企業にとって
重要性は増してきている。さらに、2011年３月
に起きた震災によりグローバル化が加速すると予
想される中では、その整備は急務とも言える。

（2）海外子会社を含む
    リスクマネジメント体制
～本社経営トップへの海外子会社リスクの
　効率的・効果的な伝達と適切な意思決定～

海外子会社を含むリスクマネジメントは、海外
子会社が直面するリスクや、その大きさの程度、
リスク対策の有効性等の状況を、効率・効果的

出所：大和総研作成
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図表１ 海外子会社のリスクマネジメントのＰＤＣA

Ⅱ．海外子会社へのリスクマネジメントの展開
　　～海外特有のリスク課題の解決によるグループ企業価値向上～

1．海外特有の様々な
    リスク課題が存在
～グローバル化を推し進める
　企業にとってリスクマネジメントの
　整備が重要～
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に本社に伝達し、本社経営トップの適切な意思
決定に繋げる活動及び体制である。海外子会社
の現場と本社経営トップとの距離感が縮まり、よ
り適切な意思決定が可能になる。
このようなグループ活動・体制を整備し、継続
的に実施することにより、本社経営トップが、適切に、
グループ全体のリスクを把握し、リスク対策を実施
させることが可能になる。これにより、グループ全
体のリスクが軽減され、グル－プ企業価値の維持・
向上が図れる。更に、組織構造、文化・慣習・制
度等各国ごとに異なる特有のリスクが存在し、国
内体制から一歩踏み込んだ次元でのリスクマネジメ
ント体制を整備することが重要となってきている。

（3）海外子会社のリスクマネジメントの 
     課題
～海外特有のリスク等に関する５つの課題～

海外子会社のリスクマネジメントには様 な々課

題があり、実際多くの企業でその対応に頭を悩
ましている。

①本社及び海外子会社経営トップの
リスクマネジメントへの理解
会社法上リスクマネジメントの整備を行うこと
が規定されているにもかかわらず、本社及び海
外子会社の経営トップの中には、事業拡大しか
注力せず、リスクマネジメントのような管理・間
接業務に理解を示さない人がいる。また、性善
説に固執しリスクマネジメントのような牽制体制
を好まない経営トップがいる。

②本社と海外子会社のリスクマネジメントの
役割・権限と指示・報告系統
本社と海外子会社のリスクマネジメント規程、
本社の関係会社管理規程の中にリスクマネジメン
トの役割・権限や本社・海外子会社間の指示・
報告系統が規定されておらず、または不明瞭に

本社経営トップ

リスクマネジメント委員会

意思決定

統括・
指示
・支援

統括・
指示
・支援

統括・
指示
・支援

統括・
指示
・支援

統括・
指示
・支援

統括・
指示
・支援

グループ全社のリスクとりまとめ
グループ全社重要リスクの抽出
グループ全社重要リスク対策のモニタリング

以下の状況をリスクマネジメント委員会に報告
・事業部のリスクを網羅的に抽出 
・傘下子会社のリスクのとりまとめ
・リスクを適切に評価
・リスク評価に応じた優先順位付け
・優先順位に応じたリスク対策
・対策の見直し・改善

以下の状況を事業部等に報告
・リスクを網羅的に抽出
・リスクを適切に評価
・リスク評価に応じた優先順位付け
・優先順位に応じたリスク対策
・対策の見直し・改善

コーポレート Ａ 事業部

海外子会社 海外子会社

B 事業部 C 事業部

出所：大和総研作成

図表 2 海外子会社を含むリスクマネジメント体制
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なっている。そのため、海外子会社が整備・運
用を行わず、また本社が海外子会社のリスクマ
ネジメントの状況を定期的にモニタリングしない
という問題がある。

③海外子会社の体制
海外子会社では、社長や管理部門長の組織
の要となる重要なポストを日本から派遣された日
本人が独占し、且つ多くの職務を兼任している。
日本の本社のようにリスクマネジメントの専門担
当者がいない場合が多く、自ずとリスクマネジメ
ントの優先順位が低い。

④情報伝達・意思疎通
図表３に示す問題により、本社と海外子会社間
での情報伝達・意思疎通が困難になり、本社で海
外子会社のリスクマネジメントの状況を直接把握
したり、支援するのが困難な状況になっている。

⑤海外子会社特有のリスク
海外子会社には、上記言語の他、文化・風土・

商習慣・法制度等日本とは異なるリスクが存在す
る。例えば、中国子会社では、法律・法令等が
日本とは異なり、違った対応が望まれる可能性が
ある。しかし、日本本社では中国現地の法律・
法令に通じる人材がいない限り対応できず、結局、
現地の海外子会社で独自に対応を検討せざるを
得ない場合がある。また、新興国においては従
業員による不正行為も起き易いと言われている。

以上のような体制整備に向けた解決策を抽出
するため複数の企業の実態調査を実施すること
によりヒントを探ってみた。まず、大和総研・企
業経営コンサルティング部では、2011年初頭に
上場企業のリスクマネジメントへの取り組みに関
する最新状況を取りまとめるべく、リスクマネジ
メントに関するアンケート調査を実施した。
アンケート調査の中で、海外子会社を含むグ
ループ会社へのリスクマネジメントの展開に関し
て、以下の質問を行った。

①リスクマネジメントのグル－プ会社への展
開は？

②グループ会社への展開において苦労してい
る点は？

次に、アンケート調査を行った企業の中から、海

1）地理的距離
中国の海外子会社は比較的距離が近いにし
ても、例えばニュージーランドや南米の新興国であ
るブラジルは遥かに遠い。この場合頻繁に訪問
し、リスクマネジメント状況を直接把握し、また支
援することは困難である。

2）時差
　欧米諸国など時差がかなりある海外子会社の
場合、電話等でのコミュニケーションも行いにくい
場合がある。

3）組織階層
　本社から海外子会社まで複数の組織階層が
あるので、途中で情報や意思伝達が食い違う可
能性も起きる。

4）言語
　海外子会社のリスクマネジメント担当者が日
本人でない場合は英語等の共通した言語を介す
る必要がある。

出所：大和総研作成

図表 3 本社と海外子会社間での
情報伝達・意思疎通の課題

2．グロ－バル企業の
    事例にみる
    人材不足等の問題
～比較的グロ－バル化が進んだ
　企業にも様 な々課題～
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外に製造・販売子会社を数多く設置し、グローバ
ルに事業を展開する製造業３社を選択し、ヒアリン
グ調査を行った。ヒアリング内容は、以上の２つの
質問に対する回答について特に、海外子会社への
リスクマネジメントの展開に関してのものであった。

（1）リスクマネジメントの
     海外子会社への展開
～各社工夫して海外子会社へ展開～

まず、アンケート調査での「リスクマネジメントの
グループ会社への展開は？」という質問への回答は
「グル－プ会社の規模、業種等に応じて、一部簡
易的な取り組みで対応している」としていた企業

の割合が50%で一番高かった。次いで、「連結グ
ル－プ全体で同水準のリスクマネジメントを行って
いる」とする企業が24％、と大きな開きがあったが、
この２つの上位回答合計で74%というのは高い
水準といって良い。但し、１位回答は一部簡易
的なレベルであり、更なる改善が必要である。
一方、個別企業ヒアリングによると、Ｂ社の回
答は「連結グル－プ全体で同水準のリスクマネジ
メントを行っている」で、最もリスクマネジメント
が進んでいる回答であった。海外子会社に対し
てリスクマネジメントの状況を把握する際のサー
ベイシートは全社共通のものを使用している。但
し、具体的な運用は各々の海外子会社に任せ
ており、海外子会社で整備・運用を行えないよ

出所：ヒアリング調査企業情報より大和総研作成

売上高（連結）

従業員数（連結）

海外売上比率

海外子会社数

組織形態
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図表4 ヒアリング調査企業（主なグローバル企業）の概要

出所：アンケート調査結果より大和総研作成
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グループ会社の規模、業種等に応じて、一部簡易的な取り組みで対応している

連結グループ全体で同水準のリスクマネジメントを行っている

連結グループ全体で同水準のリスクマネジメントを行う予定

今後の課題として認識しているものの、特に何も行っていない

グループ会社の規模、業種等に応じて、一部簡易的に取り組む予定である
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図表 5 問「リスクマネジメントのグループ会社への展開は？」への回答割合
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うな状況であれば、本社のリスクマネジメント専
門部署が個別に相談に応じている。更に全社グ
ループとして、年間で１、２社を対象に重点管理
会社を指定し、リスク対策、改善状況等につい
て重点的なモニタリングを行っている。
また、Ａ社の回答においては、「グル－プ会社
の規模、業種等に応じて、一部簡易的な取り組
みで対応している」で、アンケート調査結果の中
で一番多い回答に属している。Ａ社ではリスクマ
ネジメントの状況を把握する全社共通のサーベイ
シートを用いて、毎年その状況をモニタリングし
ている。但し、企業規模の小さい海外子会社に
関しては３年に一度リスクマネジメントの状況を
モニタリングしている。
Ｃ社の回答も、「グル－プ会社の規模、業種
等に応じて、一部簡易的な取り組みで対応してい
る」で、アンケート調査結果の中で一番多い回答
に属している。海外子会社ではリスクマネジメン
ト専門部署や担当者がいない場合が多く、日本
本社と同水準のリスクマネジメントを行うのは困
難である。従って、本社のリスクマネジメント専
門部署から海外の子会社に対して、最低限行う
べきことをガイドラインとしてまとめたものを英語
化して海外子会社に提示している。その内容は、

定期的にリスクの洗い出しを行うことや、リスク
が顕在化した場合のエスカレーションルール（報
告系統の明確なルール）などである。

（2）海外子会社への展開において
     苦労している点
～海外子会社のリスクマネジメントの人材不足～

アンケート調査での「グループ会社への展開に
おいて、苦労している点は？（複数回答可）」とい
う質問に対し、その結果は61％の企業で「グルー
プ会社における人材不足」を挙げた。次いで、「海
外子会社の文化・宗教・法制度等が日本と異な
り、統一的な管理が困難」とする企業が38％、「出
資比率の低いグループ会社の管理が困難」とす
る企業が22％という結果となった。
これに対し、個別企業についてみていくと、
Ａ社の回答は、「グループ会社経営トップのリス
クマネジメントへの意識が低い」であった。海外
子会社のリスクマネジメントの整備・運用が進む
かどうかは、海外子会社の経営トップの出身部
門や事業拡大の大きさによるところが大きいとの
ことである。海外子会社のトップが、総務部な
どの管理部門の経験がある人であれば、比較的

出所：アンケート調査結果より大和総研作成

1

2

3

4

5

6

グループ会社における人材不足

海外子会社の文化・宗教・法制度等が日本と異なり、統一的な管理が困難

出資比率の低いグループ会社の管理が困難

グループ会社経営トップのリスクマネジメントへの意識が低い

グループ会社現地の重要な情報が上がってこない

その他

61.7%

38.3%

22.7％

17.7％

16.3％

12.1％

回　　　　　　　　答 割　　合

図表 6 問「グループ会社への展開において、苦労している点は？（複数回答可）」への回答割合
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リスクマネジメントへの意識も高いが、営業部門
出身で、事業拡大に注力している場合は、リス
クマネジメントの重要性を理解してもらえず、整
備・運用が遅れがちになっている。特に、急成
長を遂げている海外子会社の中には、事業拡大
とそれに伴う日々の業務をこなすことで精一杯で
あり、リスクマネジメントの整備は劣後するとい
うことである。
Ｂ社の回答は、「グループ会社における人材不
足」であり、特に人材の質の向上が課題とのこと
である。海外子会社では管理部門の人数が少な
く、日常業務に忙殺されているところもあり、リ
スクマネジメントにまで手が回らないというのが
実情である。従って、本社では、海外子会社に
はどのようなリスクが存在し、何が重要なリスク
なのかを十分に把握しきれていない。
Ｃ社の回答は複数あり、「グループ会社における
人材不足」、「グループ会社現地の重要な情報が上
がってこない」、「海外子会社の文化・宗教・法制度
等が日本と異なり、統一的な管理が困難」、「出資
比率の低いグル－プ会社の管理が困難」であった。
「グループ会社における人材不足」に関しては、
地域拠点ごとにどの人材が不足しているのかを
再度洗い直し、現地でそのような人材を採用す
るのか、日本から派遣するのか検討していると
ころである。
「グループ会社現地の重要な情報が上がってこ
ない」に関しては、日本本社まで報告すべき事項
を再度明確化し、各地域で海外子会社を統括す
る地域統括会社を通じて徹底させていきたいと
のことである。
「海外子会社の文化・宗教・法制度等が日本と
異なり、統一的な管理が困難」に関しては、そも
そも統一的な管理が必要とは考えておらず、統一
すべき部分と現地の実情にあわせてカスタマイズ

すべき部分に分けて考えているとのことである。
「出資比率の低いグル－プ会社の管理が困難」
に関しては、経営上の支配権はないが、その会
社のグループ全体への影響度を考慮しながら対
応を検討しているということであった。

以上のアンケート調査結果やＡ、Ｂ、Ｃ社へ
のヒアリングを通して言えることは、海外子会社
へのリスクマネジメントの展開は、未だ十分とは
言えず様 な々課題があるということである。
ヒアリングを行ったＡ、Ｂ、Ｃ社は各 日々本を
代表するグローバル企業であり、今後も更なるグ
ローバル化を目指す企業であるが、事業のグロー
バル化の進展とリスクマネジメント整備の進捗が
必ずしも合致しているとは言い難い。このままで
は、リスクマネジメントの課題を抱えたままグロー
バル化が進展し、様々なリスクが発生し、事業
や日々の業務に悪影響を及ぼす可能性がある。

以上の意義と課題、主なグローバル企業の事
例を考えると次のような今後の課題解決へのヒン
トが考えられる。

（1）リスクマネジメント専門部門による
     本社・海外子会社経営トップへの
     啓発活動

本社・海外子会社経営トップのリスクマネジメン

3．経営トップへの啓発など
    課題解決への４つのヒント
～経営トップへの啓発、役割・権限の
　規定化、管理部門の強化、現地化～
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トへの理解は、その整備・運用を行うにあたり必
要不可欠である。理解がなければリスクマネジメン
トに対する経営資源の配分も限られ、その整備・
運用が進まなくなる可能性がある。従って、本社・
海外子会社の経営トップに対し、リスクマネジメン
ト専門部門は、法的な必要性、意義や重要性を説
明し、経営を行う上で必要不可欠であることを十
分に理解してもらう必要がある。更には、リスクマ
ネジメントの他社の現状や、ベストプラクティス等の
紹介を行い、整備・運用のベンチマークを提示し、
そのゴールを認識してもらう必要がある。このよう
な活動を地道に継続的に行うことにより、本社・海
外子会社の経営トップへの啓発を行う。

（2）役割・権限と指示・報告系統の
     規定化と経営方針・戦略への反映

リスクマネジメント規程、関係会社管理規程
の中で明確にリスクマネジメントの役割・権限と
指示・報告系統を規定する必要がある。且つそ
の整備・運用を進めるためには、経営方針や経
営戦略等に盛り込むことが望ましい。これによっ
て海外子会社が方針や戦略に則って整備・運用
にのぞむことができる。更に、方針や戦略の進
捗状況を把握するための本社からのモニタリン
グは欠かせない。

（3）地域統括子会社設置による
     リスクマネジメントも含めた
     管理部門の強化

日本のグローバル企業の多くは、単独の事業
だけではなく複数の事業を行っており、組織形態
として事業部制やカンパニー制等の事業毎に分
権化された組織形態を採用している場合が多い。

ヒアリング調査を行ったＡ、Ｂ、Ｃ社においても
事業部制もしくはそれに類した組織形態を採って
いる。事業毎に分権化されているため、各事業
が独自の判断で海外に製造子会社や販売子会社
を設置している。例えば、ある日本のグローバル
企業は中国に製造・販売子会社を多く設立して
いるが、各々が事業毎の縦のラインで結ばれてお
り、各子会社間で連携がなく、各々事業運営を
行うための最低限の人数の管理部門を設置して
いる。この場合、ほぼ同じ機能を持つ管理機能
が分散化しており、人員も分散化している。アン
ケート調査結果やグローバル企業へのヒアリング
であったように、これでは、各海外子会社の最
低限の人数の管理部門は人事・総務・財務・経
理等の業務を全て行うことになり、リスクマネジ
メントまで手が回らないということになってくる。
このような課題を解決するために、各海外子
会社を束ねる地域統括子会社を設置し、管理機
能とその人員を集約させ、その機能を強化するこ
とが考えられる。ヒアリング調査を行ったＣ社に
おいても地域統括子会社を設置していく方向で
ある。集約させることにより、人員上の余剰も生
まれ、その分をリスクマネジメントの業務にあて
ることが可能になり、リスクマネジメント専従の
担当者を置くことが可能である。人材上の不足
感も緩和され、本社も地域統括子会社のリスク
マネジメント担当者にコミュニケーションを一元
化することが可能になり、情報伝達・意思疎通
の向上も図れる。

（4）海外特有のリスクに対応するための
     リスクマネジメント機能の現地化

日本のグローバル企業の海外子会社の経営層
や財務・経理等の重要なポジションの多くは日
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本人出向社員で占められ、現地社員への権限移
譲を行う「現地化」が欧米企業に比べて遅れてい
る。その分、日本人出向社員は少ない人数で多
くの職務を兼任し、日常業務を日 こ々なすことで
精一杯の状況である。この際、日本人出向社員
の負担を軽減するためにも、リスクマネジメント
機能を現地社員に権限委譲し「現地化」すること
が今後の望ましい姿ではないかと考える。現地
社員であれば、現地の事業環境やビジネス慣習
にも通じており、海外現地特有のリスクの洗い出
しやそのリスク対策にも日本人以上に能力を発
揮するのではなかろうか。一方、新興国におい
ては従業員に対するリスクマネジメントやコンプ
ライアンス教育を現地事情に適合させつつ推進
する事で、「現地化」の実効性を高める工夫も必
要である。
このような課題解決策を適切に実施していくこ

とにより、海外子会社へのリスクマネジメント展
開は進み、グループ全体としてリスクマネジメン
トの有効性が増し、グループ企業価値の向上に
繋がるだろう。

海外子会社へのリスクマネジメント展開は以上

のように、何よりも第１に、本社・海外子会社経
営のトップにリスクマネジメントの重要性を認識さ
せることが重要である。次に、会社方針や戦略
にリスクマネジメントの整備・運用の推進を明示
し、且つ組織間の役割・権限・報告系統を規
定し、オフィシャルな業務としてリスクマネジメン
トを位置付ける。リスクマネジメント要員の人材
不足や本社間との情報共有・意思疎通の課題は、
地域統括子会社の設置によるリスクマネジメント
担当者を設置することにより解決されるだろう。
そして最後に、リスクマネジメント要員の人材不
足と海外現地特有のリスクに対応するためにリス
クマネジメント担当者を現地社員にし、リスクマ
ネジメントの有効性を向上させる。このような課
題解決策を適切に実施していくことにより、海
外子会社へのリスクマネジメント展開は進み、グ
ループ全体としてリスクマネジメントの有効性が
増し、グループ企業価値の向上に繋がるだろう。

中国統括子会社中　国

統括管理部門

A
販売
子会社

管
理
部
門

B
製造
子会社

管
理
部
門

C
製造
子会社

管
理
部
門

D
製造
子会社

管
理
部
門

E
販売
子会社

管
理
部
門

集約 集約

集約
集約

集約

出所：大和総研作成

図表 7 地域統括子会社設置によるリスクマネジメント機能の強化の一例
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（1）求められるBCPとその意義

BCP（Business Continuity Plan：事業継続計
画）とは、潜在的損失による影響の認識を行い、
事故や災害などが発生した場合に事業をいかに
継続させるかについて、さまざまな観点から対策
を講じるための計画のことをいう。狭義のBCP
はあくまで計画自体を指し、BCPの策定から運
用、見直しまでのマネジメントシステム全体をBCM
（Business Continuity Management：事業継
続マネジメント）と呼ぶこともある。
リスクマネジメントシステム構築のための指針と

しては、2001年に阪神淡路大震災の教訓を生か
すべく、JISQ2001が制定されている。ここで示
すリスク対策は、時系列で「事前対策」、「緊急時
対策」、「復旧対策」の３つに分けられているが、
JISQ2001はあくまで総論的な内容にとどまってい
る。一方、BCPは事業継続に焦点を絞った上で、
事業の継続にとって非常に重要な事象を洗い出
し、事前に対策を立て、具体的に計画・システム
化していくものであるという特徴がある。
しかしながら、BCPについてどこまで詳細に策
定するかは、企業の属する業種・業界や、主要な
事業所・工場の立地条件等によっても異なってお
り、コストとベネフィットの観点から各企業の判断
に委ねられているのが現状である。一方で、企業
は２次的な災害の発生や生活・労働環境の悪化

（大量の従業員解雇など）を防止するといった社会
的責任がある。そういう観点からすれば、防災対
策はもとより、情報・インフラの早期復旧、製品
やサービスの安定供給などのために万全の対策を
講じておくことで、地域社会へ貢献することは極
めて重要であるといえる。すなわち、企業がその
ような社会的責任を果たさず対策を怠った場合に
は、マーケットシェアを失うなど事業に直接的な悪
影響を及ぼすのみならず、想定しうるリスクへの
対策が行われていないものとして、レピュテーショ
ンの悪化を招くといったリスクすら孕んでいる。

（2）地震等のBCP策定済の
　 企業は約半数

ひとくちにBCPといっても、発生する事故や災
害の内容に応じて企業の対応の仕方は異なる。
すなわち、企業は地震などの災害や事故等の内
容に適合したBCPをそれぞれ策定しておく必要が
あるといえる。例えば、2009年に流行した新型イ
ンフルエンザについては、物的な被害というよりも
むしろ人的被害が想定され、特にインフルエンザ
が流行し始めた当初は、世界的な流行（パンデミッ
ク）の発生も懸念されたため、政府や所管官庁、
地方自治体などが連携し、緊急的に対策を行う
こととなった。このような事態を受け、多くの企業
で新型インフルエンザを想定したBCPの策定を進
めたものと思われる。また、今回の東日本大震災
では、発電所等の被災に伴い、首都圏を含めた
広範囲での電力不足が発生することとなったが、
夏場に向けて更なる電力不足が想定されているこ

Ⅲ．ＢＣＰ（事業継続計画）の実効性確保が急務
      ̶東日本大震災の教訓を活かす

1. BCPの整備は未だ途上
～新型インフルエンザ想定は
　進展するも地震等災害想定は半数～
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ともあり、現在、多くの企業で大規模停電に備え
たBCPを鋭意策定していることが想定される。
大和総研・企業経営コンサルティング部では、
東日本大震災が発生する前の2011年初頭におい
て、上場企業を対象としたリスクマネジメントに
関するアンケート調査を実施した（図表８）。この

アンケート調査結果によれば、①地震等の災害
に関するBCPの策定について、策定済とする企
業が51％、策定中とする企業が31％、策定して
いないとする企業が18％であったのに対し、②
新型インフルエンザ等に関するBCPの策定は、
策定済とする企業が70％、策定中とする企業が

出所：アンケート調査結果より大和総研作成

0 20 40 60 80 100

①地震等の災害に
関するBCPの策定

②新型インフルエンザ等に
関するBCPの策定

策定済 51％ 策定中 31％ 策定していない 18％

70％ 15％ 15％

図表 8 ＢＣＰの策定状況（アンケート調査結果）

出所：アンケート調査結果より大和総研作成

0 20 40 60 80 100

食品・医薬品

エネルギー・資源・電力・ガス

建設・資材

素材・化学

自動車・輸送機

鉄鋼・非鉄

機械

電機・精密

情報通信・サービス その他

輸送・物流

商社・卸売

小売

不動産

策定済 54％ 策定中 31％ 策定していない 15％

50％ 40％

50％ 50％

10％

44％ 37％ 19％

50％ 44％ 6％

33％ 39％ 28％

43％ 43％ 14％

43％ 14％ 43％

46％ 36％ 18％

88％ 12％

78％ 22％

62％ 38％

75％ 25％

図表 9 地震等の災害に関するＢＣＰの策定状況（業種別）
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15％、策定していないとする企業が15％という結
果であった。
この結果を見ると、特に②新型インフルエンザ
等に関するBCPの策定については、当時新型イン
フルエンザの影響度合いを見極めることが困難で
あり、かつ致死率も高いとされていたこともあって、
企業でのBCP策定が優先的に行われたことが想
定される。
さらに、①地震等の災害に関するBCPの策定
について業種別に見てみると、策定済とした企業
について、エネルギー･資源･電力･ガスといったイ
ンフラ系の企業が88％と最も多く、次いで商社･卸
売（78％）、不動産（75％）という順となった（図表９）。
一方で、電機･精密（50％）、鉄鋼･非鉄（50％）と
いった製造業は、概ね50％以下と相対的に取組
みが遅れていた。この結果を見ると、地震等の自
然災害が発生した場合に、より直接的に事業に影
響を及ぼす業種の企業の方が自然災害リスクへの
意識が高く、当該リスクへの対応策の一環として、
BCPの策定を進めたものと思われる。
但し、「（１）求められるBCPとその意義」で前
述したように、BCPをどこまで詳細に策定するか
は各企業の判断に委ねられており、BCPを「策
定済」という回答を行っていた場合であっても、
企業によってそのレベル感は異なるものといえる。
次節（３）では、企業の地震等のBCPに関する具
体的な取組みについて、より詳細に見ていくこと
とする。

（3）ガイドライン公表をきっかけに
      BCP策定が進展

図表10は、東日本大震災が発生する前の2009
年時点において、企業のBCPの策定に関する具
体的な取組みについてヒアリング調査を実施し、

一覧に取りまとめたものである。
BCP策定の直接的なきっかけとしては、中央
防災会議や経済産業省等のガイドラインの公表
を挙げる企業が多かった。また、グローバル展
開を進めている企業などでは海外顧客からの要
請があることや、さらに合併等に伴う大規模な
組織再編を行うタイミングで新たなBCPの策定、
改訂を行う企業もあった。
BCPの主管部署としては、一般に防災関連の業

務を担当する総務部を主管とする企業が多かった
が、リスク管理に関する専任部署を設置している
企業などでは、平時でのリスクマネジメントのみな
らず、有事における危機管理対応もあわせてリスク
管理の専任部署が主管しているケースも見られた。
参考にしたガイドラインとしては、中央防災会
議が公表した「事業継続ガイドライン」を活用し
ている企業が最も多かったが、2006年にBSI（英
国規格協会）が発行したBCMを実現するための
規格「BS25999」を参考にしている企業もあった。
BCPの経営層へのコミットメントの方法として

は、取締役会や経営会議での決議や報告を行っ
ている企業がほとんどであった。BCPは企業に
とって会社・事業の存続そのものに関わるもので
あるため、経営トップ層のコミットメントは欠かせ
ないものであるといえる。
BCPでは、従来の防災対策と異なり、本社か
ら工場、営業所、物流センター、その他子会社・
取引先などの一連のサプライチェーンをもとにし
たビジネスインパクト分析を行うことが重要であ
る。ビジネスインパクト分析は主に関係する事業
の責任者クラスへのインタビューやアンケート調
査などをもとに実施する企業が多かったが、ど
こまで詳細な分析を行うかのレベル感に最も差
が出る項目の１つがこのビジネスインパクト分析
である。一般的には、主要取引先やその１次下
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請けあたりまでを想定した分析を行う企業が多
いように思われるが、今回の大震災によるサプラ
イチェーンの寸断は、こうした現状に疑問を投げ
かけるものであるといえる。
BCPの訓練については、年に１回程度実施す
るという企業が多かった。但し、このBCP訓練に
ついても、多くの関連部署を巻き込んで全社横断
的に実施するとなると、手間もコストも掛かるため、
本格的なBCP訓練は数年に１回にとどめ、通常
は年に１回程度、机上シミュレーションを実施す

る程度にとどめている企業もあるものと思われる。
BCPの（東日本大震災が発生する以前におけ

る）課題としては、計画は作ったものの、有事の
際に実際に動くかどうかの細部における実効性の
確認や、取引先を含めどのレベルまで精緻なビジ
ネスインパクト分析を行うか、また首都圏直下型
の地震を想定してBCPを策定しているため、首都
圏以外で大規模な地震が起きた場合に柔軟に対
応できるような計画になっているかどうかなども課
題であったと思われる。

出所：大和総研作成

C社Ａ社 B社 E社D社

BCP策定の
直接的な
きかっけ

BCPの
対応組織
（主管部署）

参考にした
ガイドライン

経営層への
コミット

ビジネス
インパクト
分析

BCPに関する
訓練

BCPに関する
課題・問題点

業界においてガイド
ラインが公表された
こと

人事総務部
事務局4名

事業継続計画策定
ガイドライン（経済産
業省）等

取締役会で基本方
針の承認予定

アンケートを実施し、
責任者に
インタビューする予定

未定

新BCPの改定に取
り掛かる前に、既存
のBCPのツール整
備、見直しを進めて
いるため、新BCP計
画そのものは策定が
遅れている

中央防災会議のガイ
ドライン公表

管理本部総務部8名
（他業務との兼務）

事業継続ガイドライン
（中央防災会議）

取締役会決議

策定の際に手に入る
範囲内の資料を基に
した。詳細な分析は
今後実施予定

年に１度もしくは2度
の訓練を実施

実際に動ける体制を
構築するための細部
における実効性を確
認

リスク管理体制の整
備の過程で策定

総務部
事務局3名

事業継続ガイドライン
（中央防災会議）

経営会議に付議

インタビュー方式

緊急対策本部初動
訓練については、毎年
実施
BCP訓練は2010年
以降毎年実施

事業継続計画書の
策定とBCM体制の
構築

海外顧客からの要請
が多くなってきたこと

リスク管理部
専任2名、兼任2名
他

事業継続ガイドライン
（中央防災会議）
BS25999

取締役会等で報告

アンケート方式
対象事業単位で
実施

年に1～2回実施
BCM運用マニュア
ルを策定し、PDCAを
回している

首都圏直下型を想
定したBCPであった
ため、東海地震など
別の地域で震災が
発生しても対応でき
るものにする
BCPについての費
用負担の問題

合併による組織再編

経営企画部、リスク
管理部
事務局専任2名

特になし

検討中

関係者によるインタ
ビュー方式

実施予定

取引先を含めどのレ
ベルまで検討するか
など、社内での認識
あわせが必要

図表 10 ＢＣＰの具体的な策定状況（ヒアリング調査結果）
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（1）大震災対応について
     緊急ヒアリング調査を実施

１.（２）で述べたアンケート調査結果（図表８）
によれば、地震等の災害に関するBCPは51％の
企業で策定済という回答結果であったが、３月
11日に発生した東日本大震災の際に、はたして
BCPはうまく機能したのであろうか。
その後、2011年４月から５月に掛けて、アンケー

トでBCP策定済と回答した企業に対し、緊急ヒ
アリング調査を実施した。このうち製造業３社
の取組みについて紹介したい。

～Ｐ社のケース～
シミュレーション訓練で応用が可能に
Ｐ社では、一部の工場で建物、設備が損傷。
一部製品については既に操業を開始しているが、
完全復旧は秋頃になる見込みという。従前のBCP
では震度６～７を想定して断水等によるビジネスイ
ンパクト分析を行っていたものの、工場そのものの
操業に影響が出ることまでは考慮していなかった
ため、震災直後はさまざまな緊急の対応に追われ
ることとなった。
しかし今回の震災では、従前の想定を超えて
はいたとはいえ、2010年度に本格的なBCPのシ
ミュレーション訓練を実施したばかりで、役員や
社員の間でもリスク対策の意識が残っていたた
め、ある程度適切に応用できたといえる。また、
従前のBCPのもと、製品の備蓄を考慮していた

ため、欠品リスクを回避するための時間を確保す
ることができた。現在、製造所の変更等の様々
な対策を講じ、安定供給に向けて取組んでいる。
但し、それでも従前のBCPでは不十分な点も
あったため、見直しの必要性も感じている。今
回の大震災により、安定供給に向けたBCP体制
構築の重要性を再認識した。この経験を活かし、
様 な々角度から検討する必要がある。また、安
否確認についての情報の一元化が課題。いろい
ろな手段を講じて安否確認自体はできたが、社
内システムへの入力等が不十分であった。このた
め、緊急対策本部のメンバーには各部室の報告
ベースで状況の把握はできていたが、社員全員
に周知させるなどの情報のフィードバックはでき
なかった。
なお、震災から約２ヶ月が経過した現時点にお
いて、製品の安定供給は最優先で実施できてお
り、今回の震災を受けた中期経営計画の見直し
などについては特に考えていないとのことである。

～Ｑ社のケース～
複数購買の実施で、リスク分散を実践
Ｑ社では、岩手県の建屋や茨城県の生産設
備が一部損傷。特に茨城県の工場では重要な
製品を生産しているが、BCP計画に基づいて備
蓄していた在庫を充当することで、特に大きな問
題は発生していない。
以前から海外も含めた複数購買は実施できてお

り、サプライチェーンについても特に大きな問題は
ない。拠点集約が進んでいるエクセレントカンパ
ニー等で主力工場が被災した場合には影響が大
きかったものと想定されるが、Ｑ社では未だ拠点
集約を進めている最中であり、完全に拠点を集約
化できていたわけではなかったことも幸いした。
今後はむしろ震災リスク等を加味し、生産拠

2．東日本大震災でBCPが
    機能した企業の事例
～東日本大震災では想定以上の事態に
　各社緊急対応～
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点の分散等も検討していく必要があるとのことで
ある。
従前のBCPは、阪神淡路大震災のケースを参

考に、直下型地震を想定して策定していたため、
代替ルートの確保等については、首都圏が被災し
た場合を想定した検討を行っていた。今後は、東
日本大震災を超えるレベルの震災を想定したBCP
の見直しが必要であり、さらに首都圏直下型地震
で本社機能が完全に停止するケースなども想定し
ておく必要があるかもしれないとのことである。

～Ｒ社のケース～
社内イントラでサプライヤー情報を共有化
Ｒ社では、栃木県の工場や千葉県の生産設
備が一部損傷。天井や壁の損傷は1週間程度で
復旧できたが、その後計画停電や工業用水の供
給状況により工場の生産量が低下するなどの影
響を受けた。また、原材料の調達を行う取引先
などでは復旧の目処が立たず、３月は資材の調
達が滞る場面もあった。
震災発生後、Ｒ社の社内イントラネットでは毎

日サプライヤー情報を掲載し、複数購買などに
ついて、社内での情報共有を図っている。
ビジネスインパクト分析については、拠点ごと
に中核事業の優先順位付けは行っており、今回
の震災でも概ねうまく機能した。昨年実施した
BCPに基づく建築物等のチェックで耐震に問題
ありと診断された建築物が、今回の東日本大震
災でことごとく損壊しており、その意味では診断
能力は適切であったともいえる。今回の震災で人
的な被害がなかったことは救い、とのことである。
今後のBCP見直しという意味では、もう少し
突っ込んでサプライチェーンの把握を行っておく
べきであったとのこと。今回の震災によって、資
材部門でもかなり詳細な資材の調達先などの

データベースを作成することができたため、それ
を踏まえたBCPの改善を行っていく。
また、従来のBCPでは大規模な停電までは想
定できていなかった。その意味では西日本で同種
の製品の生産が可能な工場については、生産拠
点のシフトなども検討しているとのことである。

（2）各社事例から読み取れる教訓

前述の３社のケースでみても、今回の東日本
大震災は多くの点で想定以上の事態があったと
いえる。しかし、仮にBCPの策定にあたり、で
きうる限り全ての事項を想定したとしても、現実
にそれ以上の事態は起こりうるものである。その
意味では、既存のBCPをもとにして、想定以上
の事態が発生した場合には、いかに臨機応変に
対応することができるかが重要な鍵となる。
３社の事例から読取れる教訓を取りまとめる
と、図表11のようになる。

1）Ｐ社
　単にガイドラインに沿ってＢＣＰを策定してい
たというだけでなく、本格的なシミュレーション訓
練を実施し、震災リスクについての意識を社内
にきっちりと浸透させておいたことが、今回の大
震災にうまく応用できた。

2）Ｑ社
　資材部等の部署が通常の業務の範囲内で
複数購買等を実施し、ある意味、業務そのもの
の中にリスクマネジメントのプロセスを組み込ん
でいたことで、サプライチェーンの寸断という事
態にもうまく対応できた。

3）Ｒ社
　社内イントラに即座にサプライヤー情報を掲
載して情報の共有化を図ったり、計画停電等を
踏まえて急遽生産拠点のシフトを検討するなど、
不測な事態への迅速な対応がより大きな問題
を発生させずに済ませている。

出所：大和総研作成

図表 11 ３社の事例から読み取れる教訓
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この３社に限らず、特に首都圏に本社をおく
企業では、発生確率が高いとされている東海地
震や首都圏直下型地震を想定したBCPを策定し
ている企業も多いのではないか。その意味でも、
今回の大震災のように、既にBCPを策定済とし
た企業においても想定以上の事態への対応がで
きるよう、平時から非常事態に備えておくことが
重要であるといえる。

（1）BCPの見直しに向けた示唆

企業はBCPを策定するにあたっては、いかに
その実効性を確保することができるかが重要で
ある。１つ目には、２.（１）のＰ社の事例でも
述べたように、本格的なシミュレーション訓練を
実施し、社内全員に災害等に関するリスクとその
対応策を周知・意識浸透させておくことが重要で
ある。仏を作っても魂を入れなければ、想定以上
の事態に対処することはできない。逆に言えば、
それをしっかりと行っておけば、仮に想定以上の
事態が発生したとしても臨機応変な対応が可能と
なるだけでなく、さらに、あらゆるケースを想定し
たBCPを策定する必要もなくなるのである。
２つ目には、エスカレーションルール（報告系

統の明確なルール）の確立が重要である。非常
事態において最も重要な事項の１つは、迅速か

つ適切な情報を集約･一元化し、経営トップが経
営判断を行うにあたり必要とする情報を即座に
経営トップに提供することである。そのためには、
BCPにおいてエスカレーションルールを整備、明
確化し、それをBCPの体制に組み込んでおく必
要がある。このようなエスカレーションルールが
うまく機能すれば、経営トップが当面の資金繰り
等についての判断を行うことや、さらには中長期
的な経営方針・事業戦略の変更の必要性につい
て検討することができる。併せて、このようなエ
スカレーションルールを適切に組み込んでおくこ
とは、企業外部への情報開示の観点からも非常
に重要であるといえる。

（2）BCPの改善には、投資家が望む
      情報開示の視点も重要

３つ目には、投資家が望む非常事態の影響に
関する情報開示の視点を踏まえたビジネスインパ
クト分析を行うことが重要である。ビジネスイン
パクト分析は、どこまで詳細に作りこむかの判断
が最も難しい事項の１つであるといえるが、ビ
ジネスインパクト分析が適切に行われていなけれ
ば、BCPの実効性は確保できない。特に今回の
大震災では、被災地の中心から遠くても、サプ
ライチェーンの寸断など、間接的ではあるが甚大
な被害を受けるケースが問題となった。
こうしたビジネスインパクト分析を行うにあたっ
ては、投資家が望む情報開示の視点を踏まえる
ことにより、より実効性を高めることができると
いえる。
非常事態の中で、投資家は必ずしも平時のディ
スクロージャーと同じ内容を企業に要求している
わけではない。投資家は不透明な状況の中で、
何が分かっていて、何が分かっていないのかを

3．社員への意識浸透を
　  始めとする
　  課題解決へのヒント
～社員への意識浸透、
　エスカレーションルールの確立、
　投資家視点からの見直し～
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明確にすることを求めている。投資家が得たい
と思っている情報について整理すると、図表12
のとおりとなる。

上場企業は、今回の大震災を受けて、少なく
ともこの①～⑧の項目について、できる限り迅
速かつ適切に情報開示を行っていく必要がある。
実際に、今回上場企業が行ったプレスリリース等
を見ても、特に①や⑦については、多くの企業
が適時に情報開示を行っていたものと思われる。
しかし、①～⑧の情報のうち、投資家が最も
関心が高い情報は、⑤次年度の業績見通しであ
るといっても過言ではない。上場企業は次年度
の業績見通しを開示するにあたっては、単なる
努力目標としての業績見通しを開示するのではな
く、一定の前提を置いたうえでの業績見通しを
開示することが望ましい。実際に、2011年３月期
の決算説明会を見ていても、次年度の業績見通
しについて一定の前提条件を提示した上で、説
得力のある説明を行っていた企業は少数にとど
まっていた。企業は、震災に関連した不確定要

因を具体的に開示することで、はじめて投資家
に対し、何が分かっていて何が分かっていない
のかのメッセージを的確に伝えることができる。
ここで、⑤次年度の業績見通しに関する前提
条件をどこまで明確に設定できるかを決定する
のが、BCPにおけるビジネスインパクト分析であ
るといえる。つまり、②サプライチェーンにおけ
る被害の状況及びそれが与える影響と、③その
今後の見通しについて、どこまで詳細に状況を
把握できるかということ、すなわち、BCPにおけ
るビジネスインパクト分析の実効性がいかに確保
されているか、が重要な鍵となるといえる。

（3）危機的な事態を想定した上での
     ビジネスインパクト分析の実施

今回の大震災の教訓として、想定を超える震
度や津波等が発生したとしても、企業存続の危
機に至る事態は極力避けなければならない。考
えうる危機的な事態をできる限り想定した上で、
いかに実効性のあるビジネスインパクト分析を行
うことができるかが鍵となる。
ビジネスインパクト分析を行うにあたって最も
判断に迷うのが、取引先の２次受け、３次受け
等、どの範囲まで取引先を取り込んだ計画にす
るかという点である。ここで、重要となるのが上
記、投資家が望む情報開示という視点であると
いえる。今回の大震災を受け、サプライチェーン
把握の重要性は多くの企業･経営者が認識する
こととなったが、全ての取引先について状況を
把握することは、コストの面から見ても現実的で
はない。そこで、投資家が望む情報開示という
視点から、②③の情報が得られるようになるま
でサプライチェーンの状況を把握し、その範囲を
決定するのである。すなわち、企業の主要事業

①大震災による直接的な被害の状況

②取引先等のサプライチェーンにおける被害の
状況及びそれが当該事業会社に与える影響

③②についての今後の見通し

④当面の資金繰り

⑤次年度の業績見通し

⑥大震災を機に経営方針や事業戦略に変更
はあったか

⑦ＣＳＲの観点からの大震災への取組み（製品
の無償提供、義捐金など）

⑧現時点で織り込めていないことは何か

出所：大和総研作成

図表 12 投資家が望む情報開示のポイント
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をストップさせる可能性があるような取引先につ
いては何次であろうと把握する一方で、汎用品
や非常時には削減もしくは代替可能な事業につ
いては、省略できるかどうかを検討する。その
際の判断基準として、投資家が望む情報を収集、
開示できるようになっているかという視点を加味
するのである。投資家が望むのは、あくまで事
業の存続にあたって影響の大きい事項に関する
情報開示であり、そのような視点からBCPを策
定すれば、投資家への情報開示が可能となる
だけでなく、経営者が把握しておくべきサプライ
チェーンの状況を把握することが可能となり、さ
らには経営者がより精度の高い経営判断を行う
ことも可能となるのである。

今回の東日本大震災におけるさまざまな非常
事態を鑑みても、BCPを適切に策定し、運用し
ていくことは、まさに企業の存続そのものに影
響を及ぼすものであることが明らかとなった。ま
た、企業経営のグローバル化が進展する中、国
内外から改めて情報開示のあり方が問われるよ
うになってきている。その意味においても、今
回の大震災を踏まえ、日本企業はさらに強化し
たBCPの策定、見直しを行い、日本企業の存続、
ひいては日本経済の更なる復興に寄与することを
願ってやまない。




